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給与［住民税一覧］メニューにおいて、eLTAX から出力した「特別徴収税額通知（特別徴収義務者

用）」の CSV ファイルをインポートすることができるようになります 。  

（メンテナンス実施 2025/5/28） 

住民税「特別徴収税額通知」の CSV 取込機能（eLTAX 対応） 

住民税一覧 

インポート対象ファイル 

参考サイト（eLTAX） 

https://www.eltax.lta.go.jp/denshishinkoku/case02/ 

〔特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）を確認するには〕 

https://www.eltax.lta.go.jp/documents/02793  

〔処分通知等に関する手続きを行う〕 

eLTAX：処分通知等メニューから出力した住民税「特別徴収義務者用税額通知」の CSV ファイル 

ファイル名 ※拡張子以外は変更可能です 

【利用者 ID_手続 ID_発行年月_通番.csv】 

画面上部メニューバーに［特別徴収税額通知データ取込］ボタンが追加され、eLTAX で出力した CSV

ファイルから、各社員の住民税額と市区町村コードを取り込むことができるようになります。 

New 
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A 
受給者番号 

（CSV4 列目） 

000051  

OK 

 

＜番号＞ 

先頭のゼロはチェック対象外です。 

0000000051 

51 

5100 NG 

B 
納税義務者氏名 

（CSV6 列目） 

赤坂 三子 
OK 

＜氏名＞ 

姓と名の間のスペースはチェック対象外です。 

フリガナはチェック対象外です。 

赤坂三子 

赤坂 三津子 NG 

 

 

 

 

 
市町村コード 

（CSV3 列目） 

 
6～5 月税額 

（CSV10～21 列目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民税「特別徴収税額通知」の CSV 取込機能（eLTAX 対応） 

インポート事前確認 

受給者番号   ＝ 社員番号 

納税義務者氏名 ＝ 社員氏名 

社員番号と氏名が、 

CSV と一致している 

例）PBS 社員情報［000051：赤坂三子］の場合 

CSV ファイルとの比較において、下記の様に A=OK かつ B=OK と

なった場合にインポートが可能になります。 

インポートされる項目 

＜市町村コードの注意点＞ 

CSV と PBS で市町村コードが異なる場合、CSV のコードが優先され当該社員に適用されます。 

ただし、CSV の市町村コードが PBS 会社設定［住民税］に登録されていない場合は適用されません。 
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(1)  住民税一覧の画面上

部［特別徴収税額通知

データ取込］をクリックし

ます。 

(2)  ［参照］をクリックし「フォ

ルダの参照」を開きま

す。 

(3)  eLTAX の CSV ファイル

が保管されているフォ

ルダを選択し［OK］をク

リックします。 

 
 

 

住民税「特別徴収税額通知」の CSV 取込機能（eLTAX 対応） 

操作手順 



- 4 - 

 

 
 

 

(4)  ［F8 次へ］をクリックしま

す。 

(5)  インポートを行わない

社員がいる場合は「取

込」欄のチェックを外

し、［F8 次へ］をクリック

します。 

 

CSV と PBS で情報が一

致しない行はグレー表

示となり選択できませ

ん。 

(6)  ［F8 実行］をクリックし、

確認ダイアログに対し

「はい」を選択します。 

 

 

 

 

住民税「特別徴収税額通知」の CSV 取込機能（eLTAX 対応） 
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(7)  処理結果が表示されま

すので［F8 完了］をクリ

ックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おもな処理エラー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 市区町村コードを更新しませんでした 

CSV3 列目の市町村コードが PBS 会社設定［住民税］に登録されていない。 

この場合、CSV10～21 列目の住民税額のみインポートされる。 

② 社員氏名が異なるためインポート対象外です 

CSV4 列目の受給者番号は PBS 社員情報に存在するが、CSV6 列目の氏名が一致しない。 

③ 社員が存在しないためインポート対象外です 

  CSV4 列目の受給者番号が PBS 社員情報に存在しない。 

 

エラー「カラム数が正しくありません」は CSV ファイルが eLTAX の様式と異なっていることが原因となります。 

住民税「特別徴収税額通知」の CSV 取込機能（eLTAX 対応） 

① 

② 
③ 


